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≪下郷町kのブックマーク登録を≫　災害などで市kが更新できない場合、姉妹都市の福島県下郷町kに災害関連情報を代理掲載します。　◆秘書広報課

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

７月の薬湯　～桃の葉湯～

　あせも・虫刺され・ニキビ・吹き出物
に効果があるといわれています。
a７月５日㈰
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
j西東京市公衆浴場会
（庚申湯p042－465－0261）

ITセミナー
事業に役立つイラストレーターの
使い方（基礎編）

　チラシやウェブサイト制作に必須のイ
ラストレーターで、直線や曲線を用いた
図形の描画方法を学び、簡単なロゴを作
成します。
a８月６日㈭①午前10時～午後１時　
②午後２時～５時　※①②共通
bイングビル
e各20人（申込順）
g2,000円（テキスト代）
※当センターでは「特別相談」「創業資金
融資あっせん制度事前診断」も実施。詳
細は、お問い合わせください。
j西東京創業支援・経営革新相談セン
ター（p042－461－6611）

海の家をご利用ください！　
海まで徒歩１分！

　千葉県勝浦市部原海岸に「海の家」を開
設します。
❖民宿「こいづか荘」
（p0470－73－1639）
b勝浦市部原1133（JR外房線勝浦駅下車）
□宿泊室　６畳３室
□開設期間　７月１日㈬～８月31日㈪

帯の子どもの支援を行います。高校・大
学などへ入学した場合は、申請により返
済が免除されます。
□学習塾など受講料貸付限度額
中学３年生・高校３年生…20万円
□受験料貸付限度額
中学３年生…２万7,400円
高校３年生…10万5,000円
d市内在住世帯の生計の中心者
※課税所得や預貯金などの申込要件あり
i・j西東京市社会福祉協議会
（保谷東分庁舎・p042－422－2010）

「東大農場・演習林」子どもサマースクール
夏の田んぼと林を探検しよう

　東大農場内の水田のイネや水生生物、
演習林の動植物を観察しましょう。
a８月４日㈫午前９時20分～午後４時
b旧東大農場（緑町１－１－１）
d・e小学３～５年生・20人
※保護者は１人のみ参加可
g1,000円（参加者１人当たり）
i７月20日㈷（必着）までに、jのkま
たははがきで、件名「東大農場・演習林
子どもサマースクール申し込み」・住所・
氏名・学年・電話番号（保護者も参加の
場合は保護者氏名・続き柄・年齢）を明
記しjへ
※申込多数の場合は抽選。当選者へ参加
券を送付
※詳細は、jのkをご覧ください。
□主催　東大農場・演習林子どもサマー
スクール実行委員会、東京大学生態調和
農学機構、多摩六都科学館
j多摩六都科学館（〒188－0014芝久保
町５－10－64・p042－469－6100）

野菜の収穫体験・スイカ割りなど

a７月18日㈯午前９時～午後２時（受
付：午前８時30分から）　※雨天中止
b集合：碧山小学校　※駐車場なし

d市内在住の方
g6,000円（１泊２食付）
※３歳未満は無料（寝具・食事なし）
※市発行の友好都市契約保養施設利用券
が使用できます。
i①電話でサービスセンターへ予約
②予約後、サービスセンター（保谷庁舎
２階）に来所のうえ「利用申込書」を提出
し代金を支払う
□利用の取り消し　利用日の７日前まで

※それ以降は利用料金を返還しません。
j西東京市勤労者福祉サービスセン
ター（p042－464－1311内線2897・
2898）

西東京市社会福祉協議会 
臨時職員募集

□職種・人数　生活支援員・１人
□内容　認知症などにより判断能力が低
下した方に、福祉サービスの利用手続き
や日常生活の金銭管理などの支援を行う
※自転車での移動がある業務です。
□資格　心身ともに健康な方。社会福祉
士、介護支援専門員などの有資格者が望
ましい
□勤務時間　平日午前８時30分～午後
５時　※応相談
□報酬　時給1,010円
□選考方法　書類審査・面接
i７月８日㈬午後５時までに、履歴書
をjへ持参　※履歴書は返却不可
j西東京市社会福祉協議会
（保谷東分庁舎・p042－438－3776）

受験生チャレンジ支援貸付事業

　学習塾などの受講料や受験料を無利子
で貸し付けることで、一定所得以下の世

d市内在住の小学生と保護者
e30組（申込順）
h昼食・飲み物・筆記用具・はさみ・
帽子・軍手・袋
i７月13日㈪までに、電話でjへ
j JA東京みらい保谷支店指導経済課
（p042－421－6479）

清掃工場夏休み子ども見学会

　夏休みの自由研究や思い出づくりに、
友人や家族と清掃工場を見学しませんか。
a７月29日㈬午前10時
b集合：柳泉園組合
d・e子どもと保護者・40人（申込順）
※未就学児は保護者同伴
i７月22日㈬（必着）までに、はがき・ファ
クス・Eメールでイベント名・住所・氏名・
年齢（学年）・電話番号を明記しjへ
※詳細は、jのkをご覧ください。
j柳泉園組合（〒203－0043東久留米市
下里４－３－10・p042－470－1545・
l042－470－1559・msoumuka@
ryusenen.or.jp）

サマーコンサート

　プロの歌手とピアニストによる演奏会
です。
a７月10日㈮午後６時30分（６時開場）
b山田病院（南町３－４－10）
j西東京市地域活動支援センターハー
モニー（p042－452－2773）

夏の陶芸教室

　葉っぱを使ってお皿を作りましょう。
a７月30日㈭午後１時～３時10分
bどろんこ作業所手作り山（泉町２－２
－20サンハイツ１階）
g2,000円（土・焼成代など）
i電話でjへ
jどろんこ作業所（p042－461－8364）

■専門相談（予約制）
□予約開始　７月３日㈮午前８時30分（★印は、６月17日から受付中）
□予約方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内容 場所 日時

法律相談
n ７月９日㈭・16日㈭・17日㈮午前９時～正午

o ７月14日㈫・15日㈬・21日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n 　８月 ６日㈭

午前９時～正午
o 　７月23日㈭

税務相談
n 　７月10日㈮

午後１時30分～４時30分
o 　７月17日㈮

不動産相談
n 　７月16日㈭

午後１時30分～４時30分
o ★７月 ９日㈭

登記相談
n ★７月 ９日㈭

午後１時30分～４時30分
o ★７月16日㈭

表示登記相談
n ★７月 ９日㈭

午後１時30分～４時30分
o ★７月16日㈭

交通事故相談
n ★７月 ８日㈬

午後１時30分～４時
o 　７月22日㈬

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o ★７月13日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o ★７月 ２日㈭ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n 　８月 ５日㈬ 午後１時30分～４時30分

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o 月～金曜日　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

　この運動は法務省が主唱し、全国民
が犯罪防止と罪を犯した人や非行に
陥った少年たちの更生について理解を
深め、犯罪や非行のない明るい社会を
築こうとする全国的な運動です。
　西東京市社会を明るくする運動実施

委員会は、安心安全なまちづくりのた
めに「あいさつ運動」を実施します。ご
理解とご協力をお願いします。
a７月13日㈪～17日㈮
b市立小・中学校
◆生活福祉課o（p042－438－4024）

社会を明るくする運動７月は強調月間第65回

　６月１日から、道路交通法の一部改正により、危険な違反を３年以内に２回以
上繰り返した14歳以上の自転車運転者に対する安全講習の受講を義務化する制
度が施行されました。
□安全講習の受講対象となる危険行為
●信号無視 ●交差点安全進行義務違反など

●遮断踏切への立ち入り ●歩行者用道路における徐行義務違反 
●指定場所一時不停止など ●交差点優先車妨害など

●歩道通行時の通行方法違反 ●通行区分禁止違反
●ブレーキ不良自転車運転 ●環状交差点安全進行義務違反など

●酒酔い運転 ●路側帯通行時の歩行者の通行妨害
●通行禁止違反 ●安全運転義務違反
□受講までの流れ
危険行為を繰り返す

（３年以内に２回以上） ➡
講習の
受講命令 ➡ 講習の受講（３時間）

※講習料5,700円（標準額）
※受講命令に違反した場合、５万円以下の罰金
j田無警察署（p042－467－0110）　◆道路管理課o（p042－438－4055）

道路交通法の一部改正


